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衆
議
院
議
員
初
鹿
明
博
君
提
出
日
韓
請
求
権
協
定
に
お
け
る
個
人
の
請
求
権
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

大
韓
民
国
（
以
下
「
韓
国
」
と
い
う
。
）
と
の
間
に
お
い
て
は
、
財
産
及
び
請
求
権
に
関
す
る
問
題
の
解
決
並
び
に
経
済

協
力
に
関
す
る
日
本
国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
協
定
（
昭
和
四
十
年
条
約
第
二
十
七
号
。
以
下
「
日
韓
請
求
権
協
定
」
と
い

う
。
）
第
二
条
�
に
お
い
て
、
両
締
約
国
及
び
そ
の
国
民
（
法
人
を
含
む
。
）
の
間
の
請
求
権
に
関
す
る
問
題
が
、
完
全
か

つ
最
終
的
に
解
決
さ
れ
た
こ
と
と
な
る
こ
と
を
確
認
し
、
ま
た
、
同
条
�
に
お
い
て
、
一
方
の
締
約
国
及
び
そ
の
国
民
の
他

方
の
締
約
国
及
び
そ
の
国
民
に
対
す
る
全
て
の
請
求
権
で
あ
っ
て
日
韓
請
求
権
協
定
の
署
名
の
日
以
前
に
生
じ
た
事
由
に
基

づ
く
も
の
に
関
し
て
は
、
い
か
な
る
主
張
も
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
し
て
い
る
。

御
指
摘
の
平
成
三
年
八
月
二
十
七
日
及
び
同
年
十
二
月
十
三
日
の
参
議
院
予
算
委
員
会
に
お
け
る
柳
井
俊
二
外
務
省
条
約

局
長
（
当
時
）
の
答
弁
は
、
日
韓
請
求
権
協
定
に
よ
る
我
が
国
及
び
韓
国
並
び
に
そ
の
国
民
の
間
の
財
産
、
権
利
及
び
利
益

並
び
に
請
求
権
の
問
題
の
解
決
に
つ
い
て
、国
際
法
上
の
概
念
で
あ
る
外
交
的
保
護
権
の
観
点
か
ら
説
明
し
た
も
の
で
あ
り
、

ま
た
、
韓
国
と
の
間
の
個
人
の
請
求
権
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
先
に
述
べ
た
日
韓
請
求
権
協
定
の
規
定
が
そ
れ
ぞ
れ
の
締
約

国
内
で
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
一
方
の
締
約
国
の
国
民
の
請
求
権
に
基
づ
く
請
求
に
応
ず
べ
き
他
方
の
締
約
国
及
び
そ

一



の
国
民
の
法
律
上
の
義
務
が
消
滅
し
、
そ
の
結
果
救
済
が
拒
否
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
法
的
に
解
決
済
み
と
な
っ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
政
府
の
見
解
は
、
一
貫
し
た
も
の
で
あ
る
。

二


